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令和５年度 学童クラブ事業（案）について 

 

１ 学童クラブの増 

 現在、小平市立小平第二小学校から借用して、学童クラブとして使用している体育館準備室

を第二クラブとし、引き続き直営による運営を行う。 

 ・小平市立二小学童クラブ第二 

  定員 ３０名 令和５年４月１日より 

 

２ 指定管理者制度の導入 

 ・小平市立二小学童クラブ第一及び小平市立十三小学童クラブ第一（公募選定） 

  定員 ６０人（二小学童クラブ第一）・４０人（十三小学童クラブ第一） 

  指定管理者 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

指定管理期間 令和５年度から令和９年度まで（５年間） 

 

３  民設民営学童クラブの誘致 

 ・ウィズダムアカデミー小平一橋学園校 令和５年４月１日開設予定 

 ・ウィルキッズフィールド小平花小金井クラブ 令和５年４月１日開設予定 

 

４ 学童クラブ費の見直し 

学童クラブ費は令和元年度に月額５，５００円から月額７，０００円に改定したが、学童

クラブ費の見直しは定期的に行う必要があると考えており、次回の見直しは令和６年度を予

定している。 

令和５年度は、保護者等からご意見を伺いながら、適正な保育料について検討していく。 

 

５  計画の推進予定 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

確保方策 ３６か所 ４１か所 ４３か所 ４４か所 ４５か所 

確 保 数 ３７か所 ４２か所 ４４か所 ４７か所  

 うち、民設 １か所 ２か所 ４か所 ６か所  

 ※令和４年度の確保数は令和４年４月１日時点 

※令和５年度の確保数は令和５年４月１日時点の予定数 

 


